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企業や自治体の活動よって生じる環境への負荷を低減するよう、配慮・改善するための

一連のしくみが『環境マネジメントシステム』です。 

環境マネジメントシステムは、下図のように、サイクルを繰り返すことで、取り組みを

継続的に改善し、環境配慮行動を推進していくしくみのことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（1）福生市環境マネジメントシステム導入の目的 

地球温暖化に象徴される地球環境問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄などの社会経

済システムを背景にした日常生活や事業・活動に伴うもので、我々のライフスタイルの一

日も早い見直しが求められています。 

こうした背景のなか、福生市は、福生市環境基本計画や福生市地球温暖化対策実行計画

等の環境保全のための計画を策定し、各種施策を展開しています。これらの計画を効率的

かつ効果的に推進して各計画の目標達成を目指すとともに、環境への負荷の低減に取り組

むために、福生市環境マネジメントシステムを構築し、その実施と維持を図ります。 

（2） 福生市が運用する環境マネジメントシステムについて 

福生市は、自治体の環境に関するネットワークづくりを目的として発足した「環境自治

体会議」が制定した規格『環境自治体スタンダード』（略称『LAS-E』（ラス・イー）：Local 

Authority’s Standard in Environment の略）を環境マネジメントシステムとし

て運用しています。LAS-E 規格の要求事項に基づき、環境マネジメントシステムを福生

市役所の事務事業に取り入れて、福生市環境基本計画等の推進及び点検体制の強化と継続

的改善を図る仕組みになっています。 

環境マネジメントシステムとは 

福生市環境マネジメントシステム 

目標設定チーム・環境監査チーム 
 市長から任命または委嘱を受けた環境

に関する市民会議の委員、市の職員、環

境施策の専門家等からなる組織。 

Plan 

Action Do 

Check 

独自目標の設定…市民参加 
（目標設定チーム） 

目標の達成状況と個々の取

り組み内容を点検・検証。 

点検・検証を受け

て、課題の是正・改

善措置。 

事業活動における環境負荷

の低減に向け、目標を設定。 

目標の達成に向けて行動計

画を作成し、環境配慮行動

を推進。 

監査の実施…市民参加 
（環境監査チーム） 

更なる高い目標に向かい、継

続的なステップアップ。 

 
継続的に

改善する 

環境マネジメントシステムに取り組む目的 
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LAS-E の運用において、福生市が使用する用語は、次のように定義します。 

【システム全般】 

用語 定義 

LAS-E 福生市環境マネジメントシステム 
LAS-E 運用年度 8 月 1 日～7 月 31 日 

※新年度の取り組み・運用の有効期間。 
※前会計年度終了後、エネルギー使用量実績等を集計・評価→

新年度目標案の検討→目標設定チームによる審議・設定→環

境推進委員による審議・決定という手続きを要するため。 
LAS-E 対象範囲 

（サイト） 

①市が管理する施設（市役所、公民館、中央体育館、図書館等。

市営駐車場・自転車駐車場、消防団関連施設を除く） 
②指定管理者が管理する施設（福祉センター、児童館、地域体

育館、市民会館） 
③市立小・中学校（職員室・事務室に限る） 

基本指針 福生市環境基本方針を言う。環境基本計画基本目標に同じ。 
目標 共通実施項目及び独自目標の総称。目標設定チームで審議され、

推進委員会に報告・決定されたもの。 
共通実施項目 LAS-E を運用するすべての自治体が取り組むべき環境政策・行

政運営等の基本ルール。 

共通実施項目は数値的な目標ではなく、行政として、また、一

事業所として、環境にやさしい取り組み（仕事）を実施してい

るかどうかで判断できるものから構成されている。 

独自目標 福生市が独自に設定する目標。エネルギーやごみの削減量など

を具体的な数値で示したもの。 

基本的には、地球温暖化対策実施計画で掲げた削減目標に基づ

き、年度単位での目標値としたもの。 

エコアクション部門 LAS-E 規格の環境活動部門。事務活動における省エネ・省資

源等の実践など、職員一人ひとりが意識的に実施すべき内容

に関する部門。 

エコマネジメント部門 LAS-E 規格の環境経営部門。環境に対する総合的で効率的な

行政運営や政策立案等組織で実施すべき内容に関する部門。 

エコガバナンス部門 LAS-E 規格の環境自治部門。市民・事業者とのパートナーシ

ップによる事業実施や政策決定等地域で実施すべき内容に

関する部門。 

内部監査（事前監査） 職員監査委員（環境マネージャー）による監査。本監査前に、

任意抽出した実行部門を対象に、取り組み状況を点検する。 

監査（本監査） 監査委員（市民、事業者、環境マネージャー等）による監査。

原則として全ての実行部門を対象に、取り組み状況を点検する。 

LAS-E の用語と定義 
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【組織の定義】 

組織 定義 

環境推進委員会 市長、副市長、教育長及び部長等で構成する最高決定機関。委

員長は LAS-E の運用について決定権を有し、環境推進委員会の

総括をはじめ、環境マネージャー会議に対して協議等の指示を

行うとともに、LAS-E 管理運営上のすべての責任を負う。 

委員長：市長 副委員長：副市長 

環境マネージャー会議 課長等で構成する協議機関。環境推進委員会の指示により、

LAS-E の取組方法・改善策を検討するほか監査委員を兼ねる。 

推進事務局 環境係。LAS-E 運用状況の集約や環境推進委員会・環境マネー

ジャー会議等推進組織の連絡調整・庶務を所管する。 

実行部門 LAS-E の対象となる事務事業を所管する部署の職員（市職員、

教員、嘱託職員。福生市パートタイマー雇用規定に定めるパー

トタイマーを除く）。基本的に全職員。LAS-E の運用に際し、

環境推進委員会及び環境マネージャー会議で定められた取り組

み等を実践。日常業務を通じて具体的な環境配慮行動や環境関

連施策の遂行に取り組む。 

実行責任者 実行部門を各課（施設）単位で統率する責任者。課長、学校長、

指定管理者責任者等が担当。LAS-E 運用上必要な調査、教育・

指導、取り組みの推進を所管する。 

目標設定チーム 

（外部組織） 

福生市の目標を審議するための組織。市民・事業者・環境マネ

ージャーにより組織される。監査チームより選抜。 

監査チーム 

（外部組織） 

福生市の取り組みを監査するための組織。市民・事業者・環境

マネージャーにより組織される。 

 

【事務事業の定義】 

用語・事務事業 定義 

環境配慮行動 事務事業を通じて実践する省エネルギー・省資源、廃

棄物発生抑制・削減、リサイクル、自然エネルギー利

用、グリーン購入等の行動を言う。 

環境に関連する計画 総合計画、環境基本計画、都市計画マスタープラン、

緑の基本計画、ごみ処理基本計画など。20 ページ参照。 

環境影響事業 （公共事業） 公共工事（道路建設、宅地造成・公共施設建築など）

の実施において、騒音や振動の発生等で環境に配慮す

る必要のある事業を言う。 

（イベント事業） イベントの開催において、大量のごみの排出等で環境

に配慮する必要のある事業を言う。 

環境配慮の工夫 各課が独自に行う環境配慮行動で、ハンドブックに掲

げた取り組み以外のものを言う。 
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監査依頼 

監査または是正勧

告に基づき実施さ

れる改善指導 

連絡、調整 

実行部門 
実行責任者（対象組織の課長・学校長等） 

LAS-E の運用 
対象職員 

推進事務局（生活環境部環境課） 

●福生市環境推進委員会事務局 
●環境マネージャー会議事務局 
●実行部門との連絡調整 

進捗状況報告 

是
正
措
置
の
報
告 

監査チーム 
（市民、事業者、学識経験者、市職員） 

●共通実施項目の取り組み状況の監査 

福生市環境推進委員会 
委員長：市長 副委員長：副市長 

委員：教育長、部長・参事 

●LAS-E 運用に関する必要事項の最

高決定機関 
●目標や取り組みを決定 

環境マネージャー会議 
（議長：契約管財課長） 

●LAS-E 運用に関する必要事項（目

標・取組内容）の協議、内部監査 

指
示 

進行管理、調査 研修、指導 

目標設定チーム 
（市民、事業者、学識経験者、市職員） 

●独自目標、共通実施項目の適正な

設定、見直し 

●前年度独自目標達成状況の監査 

検討結果の報告 

目標設定依頼 

LAS-E 事務局 
判定申請受付け 
システム運用サポート 

類型区分と独自目標の報告 

監査結果報告 

監査ガイドラインの提示 

合

否

の

判

定 

LAS-E 

判定委員会 
合否判定 

諮 問

【市推進体制】 
福生市環境推進委員会（委員長：市長 副委員長：副市長） 
環境マネージャー（議長：契約管財課長） 
実行部門：システムを運用する所属、組織の単位 

【外部組織】 
目標設定チーム 
監査チーム 
LAS-E 事務局 

監査結果報告 

監査スケジュール

の提出 

是
正
措
置
等
の
勧
告 

監査結果報告 

是正勧告 

報
告 

福生市環境マネジメントシステム推進体制と役割 

《庁内推進組織》 
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システムの運用にあたり、課長及び学校長等は、日常の取り組みの実行責任者になりま

す。各実行責任者の範囲は、次のとおりです。 
 実行責任者の把握する職員・施設等の範囲 実行責任者 

1 議会事務局 議会事務局次長 

2 企画調整課（企画調整担当） 企画調整課長 

3 企画調整課（基地・渉外担当） 基地・渉外担当主幹 

4 財政課 財政課長 

5 秘書広報課 秘書広報課長 

6 情報システム課 情報システム課長 

7 総務課 総務課長 

8 国体準備室 国体準備室長 

9 安全安心まちづくり課 安全安心まちづくり課長 

10 職員課 職員課長 

11 契約管財課 契約管財課長 

12 総合窓口課 総合窓口課長 

13 課税課 課税課長 

14 収納課 収納課長 

15 保険年金課 保険年金課長 

16 地域振興課 
地域振興課長 

地域振興課主幹 

17 環境課 環境課長 

18 リサイクルセンター リサイクルセンター係長 

19 協働推進課 協働推進課長 

20 社会福祉課 社会福祉課長 

21 障害福祉課 障害福祉課長 

22 介護福祉課 介護福祉課長 

23 健康課 健康課長 

24 子ども育成課 子ども育成課長 

25 子ども応援館 子ども家庭支援センター係長 

26 すみれ保育園 すみれ保育園長 

27 子育て支援課 子育て支援課長 

28 まちづくり計画課 まちづくり計画課長 

29 施設課 
施設課長 

施設課主幹 

30 会計課 会計課長 

31 監査委員事務局 監査委員事務局長 

 

LAS-E システムの適用範囲 
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32 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局長 

33 教育委員会庶務課 教育委員会庶務課長 

34 指導室 
指導室長 

指導室主幹 

35 福生市第一小学校 福生市第一小学校長 

36 福生市第二小学校 福生市第二小学校長 

37 福生市第三小学校 福生市第三小学校長 

38 福生市第四小学校 福生市第四小学校長 

39 福生市第五小学校 福生市第五小学校長 

40 福生市第六小学校 福生市第六小学校長 

41 福生市第七小学校 福生市第七小学校長 

42 福生市第一中学校 福生市第一中学校長 

43 福生市第二中学校 福生市第二中学校長 

44 福生市第三中学校 福生市第三中学校長 

45 第一学校給食センター 学校給食センター長 

46 第ニ学校給食センター  〃 

47 生涯学習推進課 生涯学習推進課長 

48 中央体育館・スポーツ振興課 スポーツ振興課長 

49 公民館 公民館長 

50 松林会館 松林会館副館長 

51 白梅会館 白梅会館副館長 

52 中央図書館 中央図書館長  

53 武蔵野台図書館 武蔵野台図書館分館長 

54 わかぎり図書館 わかぎり図書館分館長 

55 わかたけ図書館 わかたけ図書館分館長 

※消防団施設・備蓄倉庫を除く。 

※22 年度から、課長等が常駐しない施設等においては、当該施設管理を所管する係長等

が実行責任者となります。 

 

【指定管理施設】 

 実行責任者の把握する職員・施設等の範囲 実行責任者 

1 福祉センター 社会福祉協議会課長 

2 熊川児童館、田園児童館、武蔵野台児童館 熊川児童館長 

3 市民会館 市民会館館長 

4 熊川地域体育館、福生地域体育館 福生地域体育館長 
 

※市営福生駅西口駐車場及び自転車駐車場を除く。 
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平成 23 年

2 月 
7 月 6 月 8 月 7 月 6 月 6 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※）目標設定（22年度）及び独自目標監査（21年度実績）は、「目標設定チーム会議」

において同時に審議する。 

 
 

 

 

LAS-E の認定を維持するためには、全ての職場において、職員一人ひとりの確実な取り

組みが重要となります。 

職員ハンドブック（２2 年度版）の内容を十分に理解して、日常の業務の中で積極的に

環境配慮行動に取り組んでください。 
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このハンドブックについて 

平成２２年度の運用スケジュール 

各職場における環境配慮行動等について、年に 1 回、市民等で構成された監

査チームによる監査を受けることが決められており、市民監査員が各職場を訪

れ、職員が直接質問等を受けることになります。 
このハンドブックを見ながら行うことができる内容もありますので、常に身

近なところに置き、繰り返し読むようにしてださい。 
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○平成１６年から３５年までの２０年間の計画 
○福生市の環境施策の基本指針 

１ 福生市の自然や文化を伝えていきます 

近年、福生市は東京都心の住宅都市として成長を続け、都市基盤整備や生活の利便性な

ど多くのものを得る一方、昔の穏やかで美しい自然の面影を失いつつあります。残された

自然や文化財等歴史的な遺産を後世に引き継ぐこと、都市という環境にあるからこそ、緑

や水辺、生き物に親しむ、潤いのある環境を築いていきます。 
２ 人と暮らし中心のまちをつくります 

子どもや障害のある人、高齢者をはじめ、誰もが安心して生活を楽しむことができる“人”

を中心としたまちにするため、道路や住宅地等の望ましい姿を再考することが必要です。 
３ 環境を考えライフスタイルを変えていきます 

現在、私たちは、非常に便利な生活と引き換えに、地球温暖化、有害化学物質の拡散な

ど、地球環境・生命圏の行方に大きな影響を及ぼす状況となっています。また、身近なこ

ととして、ごみの問題や大気汚染などさまざまな環境問題が顕在化しています。地球市民

として地球の未来を考え、資源を浪費する生活スタイルを変え、身近な生活から自分たち

でやれることは、小さなことでも実行し、環境にやさしい都市を創ります。 
 
 
 
 
 
 

基本目標 目  的 アプローチ 

自然の保全・再生 自然の水循環、多摩川の

保全・再生 

○自然の水循環、多摩川の水質・流量の改善 

○多摩川の防災、河川生態系の保全 

都市の自然の保全・再生 ○４つの自然軸（立川段丘崖線、玉川上水、

拝島段丘崖線、多摩川）の保全 

○都市の自然生態系の再生 

潤い豊かな安心で

きるまちの創造 
福生らしい景観・資質を

活かすまちづくり 

○景観まちづくり 

○玉川上水などを活かしたまちづくり 

安心して歩ける・みどり

のまちづくり 

○安心できる道路・都市施設の整備 

○緑豊かなすぐれた居住環境づくり 

暮らしの変革・地球

システムへの適合 
ごみ発生抑制・資源化・

適正処理の推進 

○ごみの発生抑制・処理負担の適正化 

○資源化・適正処理のためのシステムの構築 

地球環境問題・公害等へ

の取り組み 

○地球温暖化対策への取り組み 

○公害防止・有害化学物質対策 

福 生 市 環 境 基 本 方 針 

環境基本計画基本目標 

環境基本計画の体系（基本目標実現に向けた取り組み） 

環境にやさしい『エコシティふっさ』の創造 
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２２年度から、第２ステージの取り組みを一部先行実

施します。 （☆…第２ステージの共通実施項目） 
－エコアクション部門－ 

市が管理する全施設において、環境配慮行動を実施するとともに、関係法令を遵守します。 

公用車利用による環境影響の抑制（職員の勤務中の公用車利用の抑制、低公害車の導入や自

転車の利用など）を実施します。 

職員の通勤時の直接的環境影響の低減（マイカー使用の抑制など）を実施します。 

市議会議員、庁舎内に常駐・常在または出入りする業者（庁舎・施設管理業者、食堂・売店

等）への環境配慮の協力要請を行います。 

☆公共事業の計画・設計・発注・施行時の環境配慮に取り組むとともに、関係法令を遵守します。 

☆公共施設の利用者への環境配慮の協力要請を行います。 

－エコマネジメント部門－ 

環境面での取り組みの基本方針を定め、職員がそれを認識・理解します。 

事務活動に伴う環境への影響の内容を把握し、職員がこれを認識・理解します。 

組織や職員が環境に関する目標（独自目標）について、認識・理解します。 

環境への取り組みに関する組織体制・責任体制を明確にします。 

庁内事務活動の環境への取り組みに関する部門間の協議組織を設置し、定期的に開催します。 

すべての職員が、環境に関する教育を定期的に受けます。 

市長と環境に関する協議組織が、環境マネジメントシステムに関することや環境政策全般に

ついて定期的に協議します。 

事務活動に伴う環境負荷の発生量（CO2 の排出量、エネルギーや水・紙の消費量、ごみの排

出量など）を定量的・定期的に把握します。 

各職場において、独自の環境配慮の工夫を実践します。 

☆環境を保全・改善するための施策・事業の実施状況を定期的に把握します。 

☆環境保全・改善施策に関する各セクションでの評価・見直しを定期的に実施します。 

－エコガバナンス部門－ 

福生市環境マネジメントシステムの基本指針について、公開・提供します。 

福生市環境マネジメントシステム目標の達成状況に関する情報を定期的に公開・提供します。 

環境に関連する計画の内容を公開・提供します。 

環境に関連する計画の策定・運用にあたり、途中経過を率先して提供します。 

環境を保全・改善する施策・事業（公園・緑地整備・水辺整備など）について、その内容を

公開・提供するしくみをつくります。 

主要な公共事業について、環境に影響を与える内容（騒音・振動、自然の減少など）を公開・

提供するしくみをつくります。 

☆環境に関連する計画の策定や改定の際に、立案・策定段階から市民参加の機会を設けます。 

平成２２年度の目標 

共 通 実 施 項 目 
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■平成 22 年度以降のエコアクション部門における数値目標の考え方  

福生市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体の事務及び事

業に関して、温室効果ガス排出抑制のための地球温暖化対策実行計画を策定しています。 

14 年度に策定された現行の地球温暖化対策実行計画（以後「第一次実行計画」と表記）

は、13 年度のエネルギー使用実績等を基準として、15～19 年度までの 5 年間で 10％

以上削減することを目標としました。しかし、目標設定当時とは市役所の施設規模や業務

形態が大きく様変わりしたため、目標を達成できていません（一部を除く）。 

第一次実行計画の目標年度を経過したことから、計画の見直しを行い、22 年度に新た

な実行計画である「第二次地球温暖化対策実行計画（以後「第二次実行計画」と表記）」を

策定し、取り組むこととなりました。 

第二次実行計画では、福生市地域新エネルギー詳細ビジョン（１７年度策定）に合わせ、

エネルギーや資源等の使用量について、2030 年（平成４２年）までに 2003 年（平成

15 年）基準で５０％削減することを基本目標としています。 

また、福生市地域新エネルギー詳細ビジョンにおいて、事業所は、目標の５０％中２５％

を省エネルギー行動の実践等により削減する手法が示されています。 

言い換えると、市役所は事業所として、環境配慮行動の実践等により、１６～４２年度

までの２７年間において、エネルギーや資源等の使用量を１年あたり 0.93％（25％÷27

年）以上削減することになります。削減が足りなかった年の翌年以降にはそのツケがまわ

り、１年あたりの削減義務量も多くなるわけです。 

このことを踏まえ、実行計画推進のツールである LAS-E においては、２２年度以降の

目標を、１５年度比で毎年 0.93％ずつ積み上げた値を削減目標とします。 

※電気使用量に関しては、20 年度とそれ以前とでは、使用量全体の 12％を占める（21 年

度ベース）本庁舎の施設規模・仕様が全く異なるため、現状の施設規模となった 20年度

使用量実績を基準として、21 年度以降 1年あたり 0.93％相当を削減したと想定した場合

における 22 年度目標値とします。 

 

■平成 22 年度から指定管理者の管理施設を含んだ数値目標とします 

現在、福祉センター、児童館、福生・熊川地域体育館、市民会館については、指定管理

者が管理しています。21 年度までの数値目標を算定する上で、21 年度から新たに指定管

理者の管理下に置かれた福生・熊川地域体育館と市民会館については、従来通り LAS-E

対象施設としてカウントしていましたが、福祉センター及び児童館はそれ以前から指定管

理施設であったため、LAS-E 目標値を設定する上で範囲から除外していました。 

21 年度から、すべての指定管理者が LAS-E 規格に則って環境配慮行動に取り組むこと

となったため、22 年度の目標値を設定するにあたっては、すべての指定管理施設におけ

るエネルギー使用量等を含めて算定することとしました。 

このため、エコアクション部門の数値目標については、前年度より値の大きい目標とな

っています。 

独 自 目 標 
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《エコアクション部門》 

1 コピー用紙の使用枚数を前年度より 6.8％減らします（目標：476 万 8 千枚以下） 
☞21 年度目標設定する際に、20 年度実績を考慮しますが、20 年度時の「環境負荷排出

量調査」で誤って数値が過大に報告されていたため、20 年度実績を著しく増加させて

いたことが判明しました。正しい報告に基づく訂正目標値（458 万 2 千枚）に対して、

21 年度実績は 1.6％の増加となりました。 
☞コピー用紙の使用枚数削減目標（Ａ４換算）については、LAS-E においては、小・中

学校を除いて目標設定しています。（削減のための取り組みは、学校も同様に行うこと） 
☞コピー用紙の使用枚数については、20 年度に調査方法を刷新し、より正確な実績を把

握したことから、22 年度は、第二次実行計画に基づく削減数値に準じて、指定管理施

設を含む 20 年度実績を基準として、年 0.93％ずつ削減を続けた場合の使用量を目標

としています。（第二次実行計画には含みません） 
付帯事項 コピー用紙の使用量は、市の事務事業遂行に直結する要素であるため、費用対

効果を勘案し、市民サービスを低下させることのない範囲で必要量を見極めていきます。 

 
２ 日常事務活動における電気の使用量を前年度より 1.37％減らします 

（目標：6,903MWh 以下 CO2 排出量：2,609.3t- CO2 以下） 

☞21 年度は 20 年度比で 1％の削減（6,243MWh 以下）を目標としたところ、実績値

6,290MWh とわずかながら目標達成にいたりませんでした。（指定管理施設を除く） 

☞22 年度は、第二次実行計画の目標を基準としますが、電気使用量については、20 年度

に市庁舎が完全稼働したことから、指定管理施設を含む 20 年度実績を基準として、年

0.93％ずつ削減を続けた場合の排出量を目標としています。 
 
３ 施設燃料（灯油・重油・LP ガス・天然ガス）の使用量を CO２換算で前年度より 12.1％

減らします（目標：934.6ｔ-CO2 以下） 

☞22 年度から新たに施設燃料（灯油・重油・LP ガス・天然ガス）の使用量削減を目標と

します。 
☞施設燃料については、灯油・重油・LP ガス・天然ガスが混在して使用されていること

から、施設燃料の統一単位である CO2 排出量に換算して目標化しています。 
☞第二次実行計画の目標を達成すべく、指定管理施設を含む前年度実績（1063.3ｔ

-CO2）比で 12.1％の削減を目指します。（15 年度基準で年 0.93％ずつの削減） 

※平成 20～21 年度まで、グリーン購入の達成率を目標としていましたが、紙類については、

古紙含有率偽装問題等の影響により調達基準を満たす製品の購入が困難な状況にある

こと、及び自動車についても、財政的な措置が必要で、職員の努力で容易に改善が図

れる取り組みではないことから、22 年度から施設燃料の使用量削減を目標としました。 

 
４ 自動車利用によるガソリン・軽油の使用量を前年度より 0.93％減らします 

（目標：30,489 ㍑以下 CO２排出量：70.6ｔ-CO2 ㎏※以下） 

☞ガソリン・軽油の使用量については、第一次実行計画の目標値を 18 年度時点において
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クリアしています。 

☞22 年度は、第二次実行計画の目標を達成すべく、指定管理施設を含む前年度実績比

0.93％の削減を目指します。 

☞今後も計画的にエコカーへの更新・転換を進め、また、アイドリングストップやエコド

ライブ、相乗り等、効率化のための取り組みを推進しながら、引き続き削減を図ります。 

※ガソリン：軽油＝92：8（21 年度ベース） 

 

５ 可燃廃棄物の排出量を前年度より 0.93%減らします 

（目標：158kg 以下（本庁舎ベース）） 

☞第一次、第二次実行計画では、可燃廃棄物の排出量を定めていませんが、LAS-E の取

り組み目標として掲げています。21 年度独自目標は、20 年度実績値（1,429kg）よ

り 1％削減した 1,405kg 以下としましたが、排出量実績は 160kg と、目標に対して

88.5％も削減することができました。事務局では、本庁舎建て替えに伴う移転作業等に

よるごみの排出が完全になくなったこと、及び LAS-E の取り組みにより、職員の私用

ごみの持ち帰りが徹底されたものと分析しています。 
☞22 年度も継続してごみの減量を進めるため、第二次実行計画に基づく削減数値に準じ

て、指定管理施設を含む前年度実績比 0.93％の削減を目標とします。 
☞本庁舎以外の施設については目標数値に含めていませんが、排出量の削減のための取り

組みについては、本庁舎と同様に実践をお願いします。 
 
《エコマネジメント部門》 

1 環境推進委員会を年 4 回以上、マネージャー会議を年 4 回以上開催します 

☞環境マネジメントシステムの運用効果・進捗状況を可能な限り即時的に評価し、見直し

ていくために、年度途中においても、環境マネジメントシステムの方針・取り組みの検

証や重要な事業の報告のためなど、必要に応じて随時開催します。 

2  LAS-E ニュースを年に 12 回以上発行します 

☞一人でも多くの職員に LAS-E に対する理解を深め、また、身近な環境問題への関心持

ってもらえるように、LAS-E ニュースを年 12 回以上発行します。 

2 各課における LAS-E の取り組み状況を四半期ごとにチェックします 

☞ 実行責任者は、各課における LAS-E の取り組み状況について、「LAS-E 運用状況チ

ェックリスト」によりチェックし、四半期ごとに推進事務局に報告します。 

 

《エコガバナンス部門》 

１ 環境基本計画の進捗状況について、年 1 回以上公開します 

☞福生市環境基本条例に定める環境審議会で審議した後、環境基本計画の進捗状況に関す

る情報公開を行います。 

２ 市の環境情報誌を年に２回以上発行します 
☞市民にも環境問題を身近に考えていただくことを目的に、年に２回以上「かんきょう通

信」を発行し、環境問題の啓発に努めます。 
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部門 項目番号 内容

Ａ１０１
本庁舎や分庁舎におけるオフィス活動における省エネ･省資源、廃棄物発生抑制・削減､リサイクル､自然エネル
ギー利用、グリーン購入などを実施するとともに、関係法令を遵守している

Ａ１０２
学校、保育園など教育・保育部門での省エネ･省資源､廃棄物発生抑制・削減､リサイクル､自然エネルギー利

用、グリーン購入などを実施するとともに、関係法令を遵守している

Ａ１０３
公民館、図書館、市民会館など、市民利用施設での省エネ･省資源､廃棄物発生抑制・削減､リサイクル､自然エ
ネルギー利用、グリーン購入などを実施するとともに、関係法令を遵守している

Ａ１０４
病院、保健所、高齢者福祉施設など、医療福祉部門での省エネ･省資源､廃棄物発生抑制・削減､リサイクル､自

然エネルギー利用、グリーン購入などを実施するとともに、関係法令を遵守している

Ａ１０５

消防庁舎､上下水道施設、清掃工場、給食センターなど供給処理施設の事務部門における省エネ･省資源､廃

棄物発生抑制・削減､リサイクル､自然エネルギー利用、グリーン購入などを実施するとともに、関係法令を遵守し

ている

Ａ１０６
公用車利用による環境影響の抑制（職員の勤務中の公用車利用の抑制、低公害車の導入や自転車の利用な

ど）を実施している

Ａ１０７
職員の通勤時の直接的環境影響の低減（マイカー使用の抑制、公共輸送機関や自転車の使用など）を実施し
ている

Ａ１０８ 庁舎・施設内に常在する者(施設管理者､食堂・売店スタッフ等)への環境配慮の要請を実施している

Ａ１０９ 庁舎･施設へ出入りする事業者への環境配慮の協力要請を行っている

Ａ１１０ 　Ａ１０１～Ａ１０９の取り組みに関する独自の数値目標を、５つ以上設置している

B１０１ 環境面での取り組みの基本方針を定めており、職員がそれを認識・理解している

B１０２ 事務活動に伴う環境への影響の内容を把握し、職員がこれを認識・理解している

B１０３ 組織や職員が環境に関する目標〈独自目標）について、認識・理解している

B１０４
環境への取り組みに関する組織体制・責任体制が明確になっており、職員が組織上の役割を認識・理解してい
る

B１０５
庁内事務活動の環境への取り組みに関する部門間の協議組織が設置されており、これが定期的に開催されて

いる

B１０６ すべての職員が環境に関する教育を定期的に受けている

B１０７
首長と環境に関する協議組織が、環境マネジメントシステムに関することや環境政策全般について定期的に協
議している

B１０８
事務活動に伴う環境負荷の発生量（CO2の排出量、エネルギーや水・紙の消費量、ごみの排出量など）を定量
的・定期的に把握している

B１０９ 各職場において独自の環境配慮の工夫をしている

B１１０ Ｂ１０１～Ｂ１０９の取り組みに関する独自の数値目標を、1つ以上設置している

C１０１ 環境に関する取り組みの基本指針または宣言について一般に公開･提供している

C１０２ 環境に関する目標の達成状況に関する情報を定期的に公開･提供している

C１０３
環境に関連する計画（環境基本計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、ごみ処理基本計画など）の内
容を公開・提供している

C１０４
環境に関連する計画（環境基本計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、ごみ処理基本計画など）の策

定・運用にあたり、途中経過を率先して公開・提供している

C１０５
環境を保全・改善する施策・事業（公園・緑地整備、水辺整備など）について、その内容を公開・提供するしくみ

がある

C１０６
主要な公共事業（道路等の建設、ごみ処理施設建設、宅地造成・公共施設建築など）について、環境に影響を
与える内容（騒音・振動、自然の減少など）を公開・提供するしくみがある

C１０７ Ｃ１０１～Ｃ１０６の取り組みに関する独自の数値目標を、1つ以上設置している
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22年度　福生市『LAS-E』取組実施項目（第１ステージ）
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部門 項目番号 内容 数値目標

コピー用紙の使用抑制
一般事務事業におけるコピー用紙使用量A4換算（学校を除く）

　4,768千枚以下（前年度比　6.8％削減）

日常事務活動に伴う電気の使用削

減

一般事務事業における電気使用量

　6,903MWｈ以下（前年度比　1.36％削減）

施設燃料（灯油・ガス等）の使用

削減（CO2換算）

施設燃料（灯油・重油・LPガス・天然ガス）使用量（CO2換算）

　934.6ｔ-CO2以下（前年度比　12.1％削減）

自動車利用によるガソリン・軽油

の使用削減

全庁のガソリン・軽油の合計使用量

　30,489㍑以下（前年度比　0.93％削減）

可燃廃棄物の排出量削減
本庁舎における可燃廃棄物排出量

　158kg以下（前年度比　0.93％削減）

環境推進委員会・

マネージャー会議の開催

環境推進委員会　年4回以上開催

環境マネージャー会議　年4回以上開催

各課のLAS-E取り組み状況の点

検
各課におけるLAS-E取り組み状況点検・報告　年4回（四半期）

職員啓発用LAS-E情報誌の発行 「LAS-Eニュース」年12回以上発行

環境基本計画における進捗状況の

情報公開

環境審議会開催　年1回以上開催

環境基本計画の進捗状況については、年1回以上報告

市民向け環境情報誌の発行 「かんきょう通信」年2回以上発行

平成22年度　独自目標

エコ

アクション部門

A110

エコ

ガバナンス

部門

C107

独
自
目
標 エコ

マネジメント

部門

B110
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■紙の使用量を削減するための具体的な方法 
①原則として、用紙は両面印刷（コピー）を徹底し、必要に応じ縮小機能を活用する。 
②パソコンからの印刷出力に際して、プリンター、コピー機等で両面印刷設定が可能な場

合には、積極的に利用する。 
③プリンターは、消耗品コストが高く電力消費も大きいため、利用は必要最小限にとどめ、

複数部数が必要なときは、原稿１部のみプリンターで作成し、コピー機の両面印刷機能

や、印刷機を活用する。 
④２０部以上の印刷物を作成するときは、印刷機、帳合機を活用すること。ただし、本庁

舎以外の施設で、印刷機がない場合にはこの限りではありません。 
⑤公文書以外の資料は、使用済み用紙の裏面利用とする。（公文書は、使用済み用紙の裏面

利用は×） 
⑥裏面再利用をする場合、マークのための印刷はしないこと。各自が必要に応じて赤ペン

等でしるしをする。 
⑦ミスコピーを防ぐため、コピー使用前に印刷枚数やトレイなどの設定を確認し、使用後

は必ずリセットボタンを押す。 
⑧会議資料等は工夫して極力簡素化し、作成部数の適正化を徹底する。 
⑨資料など簡易な修正は、２本線で修正するなど「見え消し」処理する。 
⑩印刷物は配布先や内容を精査し、必要最小限のページ数、部数とする。 
⑪情報システム課が管理するコピー用紙について、各課でストックする場合には２箱以下

にすること。（不要なストックは事務資源のムダ！） 
⑫文書、資料の共有化を図る。電子データを共有できるものは印刷しない。 
 
■ごみの排出量を削減するための具体的な方法 
①紙類は、資源回収ボックスなどで分別を徹底し資源化する。 
②小さい紙類（名刺や付箋など）は、廃封筒や紙袋にまとめて資源化する。 
③不要となった書類も、裏面利用するなど可能な限り再利用する。 
④使用済みの封筒は、交換便や雑紙を入れる封筒として再利用する。 
※市長、副市長、教育長等理事者に対しても、封筒を必要とする場合は再利用封筒で！ 

⑤缶、ペットボトルなどの購入を控え、「マイカップ」の使用に努める。 
⑥割りばしの使用抑制に努め、「マイはし」を使用する。 
⑦個人が持ち込んだごみは持ち帰り、弁当の空容器等は販売店に戻す。 

具 体 的 に 行 動 す る こ と 

１ 各職場において環境配慮行動を実践すること 

全職員に共通した取り組み 
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■電気使用量を削減するための具体的な方法 
①不必要な電気は消す。 
②トイレ・給湯室・更衣室等の照明は、使用するときに点灯し、使用後は消灯する。 
③廊下の照明は、可能な箇所はできるだけ消灯する。 
④十分な採光が確保される場所では、照明はつけない。 
⑤時間外勤務中や休日出勤の場合は、必要な箇所のみ点灯する。 
⑥室内の温度設定：夏季２８℃以上、冬季２０℃以下を徹底する。 
⑦パソコンを使わないときには、電源 OFF を徹底する。 
⑧１時間以上離席するときや昼休みなどパソコンを使用しないときは、必ず電源を切る。 
⑨シュレッダー等常時使用しない機器類は使用するときに電源を入れ、使用後は必ず電源

を切る。 
⑩電気機器類（パソコンを除く）は、使用していない時や週末・休みの前日に退庁すると

きには、コンセントを抜いて待機電力の節約に努める。 
⑪階段を利用し、エレベーターは使用しない。（市民の案内やけが・病気等の場合を除く） 
⑫私物の電気製品の使用や充電はしない。 
⑬退庁時にはパソコン本体、ディスプレイ、プリンターの電源を必ず切る。 
⑭終業後、最後に帰る人は、課内のパソコンやコピー機等電気機器類の電源の切り忘れが

ないか確認する。 
⑮始業前、保安上必要な場合を除き、午前８時１５分までは照明をつけない。 
⑯本庁舎⇒午後５時４５分及び土曜日の午後１２時１５分になると、庁舎すべての照明が

一斉消灯するので、必要な個所のみを再点灯する。 
 
■物品を購入する際に留意すること 
①物品の調達量はできるだけ抑制し、合理的な購入に努めるとともに、調達にあたっては、

環境負荷の低減を図るため「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」に基づき環境

物品を優先的に調達する。 
②印刷用、コピー用の用紙（色付きを含む）は、可能な限り再生紙を購入すること。 
③印刷物は、古紙配合率のより高い再生紙を使用し、   などのマークやその旨を表示

し、市民に PR すること。 
④印刷物は、必ず植物性のインク（大豆インク等）を使用し、     マークやその旨

を表示し、市民に PR すること。 
⑤コピー機やプリンターのトナーカートリッジは、リサイクル可能な商品を購入する。ま

た、使用後は回収業者に引渡し、詰め替えまたは再利用してもらう。 
⑥新規購入や買い替えの際には、製品に表示されている省エネラベルなどを参考に、省エ

ネ性能に優れた製品を購入する（４３ページ参照）。 
⑦使い捨て製品は、できるだけ購入を控える。 
⑧物品等の購入時、簡易包装を要請し、梱包材や包装紙は、納入業者に引き取らせる。 

※「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」…VAiSTAFF キャビネット内環境課フォルダ内に掲

載されています。 キャビネット→生活環境部→環境課→環境係→グリーン購入基本方針 
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■水の使用量を削減するための具体的な方法 
①洗面所やトイレ使用の際には、必要以上に水を流さず節水に努める。 
②水の出しっぱなしは絶対にしないこと。 
③水道使用後は、水栓がしっかり閉まっているか確認する。 
④施設の設置、改修の際には、節水機器を導入する。 
 
 
 

自動車を運転することは、天然資源である石油を消費すると同時に、CO2 や窒素酸化物、

硫黄酸化物を発生させます。公用車を利用する時には、次に掲げる取り組みを実践し、環

境への負荷を最小限に抑えた運転をしましょう。 
■公用車を運転するとき 
①急発進・急加速や空ふかしはせずに、燃費の向上に努める。 
②３分以上停車することが予想されるときには、アイドリングストップを徹底する。 
③タイヤの空気圧が適正値かこまめに確認する（空気充填用に、ゲージ付きエアコンプレ

ッサーが公用車置場車庫内にあります。また、燃料給油時にガソリンスタンドでチェッ

クを依頼しましょう）。 
④不要な荷物を積んだまま走行しない。 
④走行経路を精査し、むだな走行を無くす。 
⑤可能な場合には、複数の職員で相乗りする。 
⑥市内の移動は、原則として公用自転車を使用するよう努める。 
 
 
 

マイカー通勤を控えることでも、温室効果ガスの排出を抑制することができます。電車

やバスなどの公共交通機関を利用したり、環境に優しい自転車利用や徒歩での通勤方法も

取り入れてください。 
■通勤するとき 
①毎月２回、第１・第２木曜日を「ノーマイカーデー」とする。（バイクを含む） 

⇒実施状況については、４０ページ「様式６」の実施報告書に記録してください。 
※実施報告回数が増えたため、22年度から新様式になっています。 

②ノーマイカーデーにかかわらず、現在マイカー通勤している職員も、電車やバスを利用

できる環境にあれば極力自動車の利用を控える。 
③やむをえずマイカー通勤する場合にも、前述の「公用車を運転するとき」を参考に環境

に配慮した運転を心がける。 
④職員が新規に自家用車を購入または買い替える場合には、低排出ガス認定を受けたエコ

カーを購入するよう努める。 
 
 

２ 公用車の利用による環境への影響を抑制すること 

３ 通勤手段が環境へ及ぼす影響を抑制すること 
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環境基本計画の基本目標及び基本目標の体系については、８ページを参照のこと。 
 
 
 
 

ふだん何気なく行っている事務活動ですが、実は次のような環境への影響が考えられま

す。事務活動が環境に与える影響を十分に理解しましょう。 
■電気を使用すると… 

 
 
 
 
 
 
■灯油・重油を使用すると… 

 
 
 
 
 
■ガスを使用すると… 

 
 
 
 
 
■自動車を使用すると… 

 
 
 
 
 
 

認識 ・ 理 解 す る こ と 

化石燃料を燃やす 
・ＣＯ２の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

騒音・振動の発生 

１ 福生市の環境面での基本方針である「福生市環境基本計画」

の基本目標を理解すること 

２ 日常の事務活動によって地域の環境や地球環境にどのよう

な影響を及ぼしているのかを認識・理解すること 

発電のために 
化石燃料を燃やす 

・ＣＯ２の排出 
・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染

物質の排出 
・化石燃料、天然ガスの使用 など 

大気汚染・酸性雨 
資源の枯渇 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 

大気汚染・酸性雨 
資源の枯渇 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 

化石燃料を燃やす 
・ＣＯ２の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

大気汚染・酸性雨 
資源の枯渇 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 

化石燃料を燃やす 
・ＣＯ２の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

大気汚染・酸性雨 
資源の枯渇・悪臭の発生 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 
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■水を使用すると… 

 
 
 
 
 
■紙を使用すると… 

 
 
 
 
 
■事務用品を使用すると… 

 
 
 
 
 
■廃棄物を排出すると… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福生市が取り組む独自目標は、１０～１２ページに掲載されています。福生市のおかれ

ている状況と目標について理解しましょう。 

水道水が下水処理されるまでに 
・きれいな水から汚れた水へ 

・送水する時や下水処理する時に電気を使用              

など 

森林資源を使用 
・森林が伐採され森林資源が減る 
・森林が減少しＣＯ２の吸収量が減る 
・紙を製造する時に電気や化石燃料を使用                  

など 

資源の枯渇 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 

水質汚濁 

石油資源（プラスチック） 
森林資源（紙）の使用 

・森林が減少しＣＯ２の吸収量が減る 
・原料に化石資源を使用し、製造時に電気や

化石燃料を使用      など 

資源の枯渇 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 

可燃ごみの収集・焼却 
・ＣＯ２を排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出 

・清掃工場での電気の使用 など 

大気汚染・酸性雨 
資源の枯渇・悪臭の発生 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 
廃棄物処分場の逼迫 

不燃ごみの収集・埋立 
・ＣＯ２を排出 
・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出 
・埋立てによる土壌の汚染 
・埋立地からの雨水の浸出による水質汚濁       

など 

土壌汚染・水質汚濁 
悪臭の発生 
ＣＯ２の増加による地球温暖化 
廃棄物処分場の逼迫 

３ 福生市が取り組む独自目標について認識・理解すること 
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市議会議員、パートタイマー、庁舎や施設に常駐・常在する事業者を所管する部署では、

次のような環境配慮の協力を要請してください。環境配慮の要請をした場合には、３９ペ

ージ「様式５」の運用状況チェックシートに記録してください。 
■市議会、常駐事業者等を所管する部署では 
①環境配慮行動への取り組み 
②社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・急加速の禁止等） 
③その他、業務・営業等において環境への配慮 
※いつ、どの事業者に対しどのような内容の指導を行ったか、必ず記録を残してください。

文書で通知する場合には、３５ページ「様式１」の用例を使用してください。 
《環境配慮要請をする対象者の例》 

担当部局 要請対象者 

議会事務局 市議会議員 

職員課 市職員労働組合 

契約管財課 市庁舎管理委託業者 

まちづくり計画課 福生市土地開発公社 

会計課 指定金融機関 

公民館（さくら会館） 福生市シルバー人材センター、施設管理委託業者等 

関係部署 パートタイマー（福生市パートタイマー雇用規定に定める者） 

 
 
 

 
庁舎や施設に出入りする事業者に接する部署では、次のような環境配慮の協力を要請し

てください。環境配慮の要請をした場合には、３９ページ「様式５」の運用状況チェック

シートに記録してください。 
■庁舎・施設に出入りする事業者に対しては 
①物品の納入の場合には、過剰な包装はしない 
②物品納入時の包装容器の持ち帰り 
③弁当などの空容器の回収 
④職員への不必要なチラシ配布の自粛 
⑤社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・急加速の禁止等） 
⑥その他、業務・営業等において環境への配慮 
※文書で通知する場合には、３６ページ「様式２」の用例を使用してください。 

１ 市議会議員、パートタイマー、庁舎・施設に常駐・常在する

事業者等に対し、環境配慮の要請を行うこと 

各部署での取り組み 

２ 庁舎・施設に出入りする事業者等に対し、環境配慮の要請を

行うこと 
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《庁舎・施設に出入りする事業者等に要請する内容例》 

担当部局 要請対象者 要請内容例 

全 所 属 

物品の納品や打ち合わせのために

出入りする事業者 

○梱包材等の持ち帰りの徹底 

○社用車でのエコドライブ励行 

職員を客とした生命保険、旅行会

社等で庁舎内に出入りする事業者 

○職員へのチラシ配布の自粛 

○社用車でのエコドライブ励行 

店屋物・弁当・飲み物等を販売す

るために出入りする事業者 

○事業活動で生じた廃棄物の分別

を徹底するとともに、省資源・

再資源化に努めること 

○社用車でのエコドライブ励行 

 
 
 
 
①公共工事を行う場合、「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」や「東京都環境物品

等調達方針（公共工事）」等に沿って、工事の計画、設計、発注、施工を行います。 
②公共施設の解体を行う場合、建設リサイクル法等の関係法令を遵守してください。 
 
 
 
 
■策定済みの計画について 

環境に関連する計画は、情報スペースやインターネット上で広く公開してください。 
計  画  名 所  管  課 公開の有無 

福生市総合計画 企画調整課  
福生市環境基本計画 環境課  
福生市緑の基本計画 まちづくり計画課  
福生市地球温暖化対策実行計画 環境課  
福生市地域新エネルギービジョン 環境課  
福生市地域新エネルギー詳細ビジョン 環境課  
福生市ごみ処理基本計画 環境課  
福生市分別収集計画 環境課  
福生市都市計画マスタープラン まちづくり計画課  
福生市住宅マスタープラン まちづくり計画課  
福生市地域防災計画 安心安全まちづくり課  
福生市商店街振興プラン 地域振興課  

※その他、環境に関連のある計画は公開してください。 
※現在、紙媒体でしか存在しない計画についても、スキャナ機能を利用してＰＤＦファイ

４ 環境に関連する計画について内容（策定中の場合は途中経

過）を公開・提供すること 

３ 公共工事を実施する際は、「福生市環境物品等の調達に関す

る基本方針」等に基づき、環境配慮に取り組むこと 
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ル化するなどし、インターネットなど電子媒体での閲覧ができるよう努めてください。 
■策定中の計画について 

策定中の環境に関する計画について、広報紙や市のホームページを通じて、途中経過を

情報公開・提供し、随時更新を行ってください。 
【情報提供・公開する事項】 

○策定組織の会議内容、公開される会議、説明会の開催日 
○委員の公募 
○市民意見の募集 
○素案・原案等の内容 など 

 
 
 
 
■策定中・策定予定の計画について 

計画の立案及び策定段階においては、審議会や市民会議の設置、アンケート調査やパブ

リックコメントを実施するなどして、広く市民の意見を聞く機会を設けるとともに、市民

意見を反映させた計画を策定してください。 
 
 
 
 
■対象となる施策・事業について 

環境に関する施策や次の事業等については、ホームページや広報により、その情報を市

民に公開してください（国や都の事業を含みます）。なお、時期は、発注（契約）後、速や

かに公開することとし、その内容を事務局へ報告してください。 
【環境に関する施策・事業等】 

○生態系の回復・保全、水環境の改善につながる事業 
○緑化事業 
○地球温暖化防止に貢献できる事業 
○その他環境にプラス要素のある事業 など 

 
 
 
 
■対象となる事業について 

次の事業については、ホームページや広報により、その情報を市民に公開してください

（国や都の事業を含みます）。なお、公開後、その内容を推進事務局へ報告してください。 
【環境に影響を与える公共事業】 
 ○道路の新設＝事業決定後、速やかに公開してください。 

６ 環境を保全・改善する施策・事業（公園・緑地・水辺整備等）

について、その内容を公開・提供すること 

７ 環境影響事業について、環境に影響を与える内容（騒音・振

動、廃棄物の排出、自然の減少など）を公開・提供すること 

５ 環境に関連する計画の策定や改定の際には立案・策定段階か

ら市民参加の機会を設けること 
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 ○宅地造成等開発事業＝事前協議が終了後、速やかに公開してください。 
 ○その他、環境に影響を与える公共事業 
 
 
 
 
①環境基本計画の趣旨を理解し、各担当部署では、積極的に実行計画を推進してください。 
②２２年度現在未着手や検討中の実行計画については、いつまでに事業化できるのかを検

討し、確実な進捗が図れるよう事務事業を構築してください。 
 
 
 
 
 
①環境基本計画実行計画について、各担当部署では、年度評価及び見直しを行ってくださ

い。そのためには、担当部署の職員は、自分の部署でどのような実行計画・事業を担当

しており、目標設定や進捗状況がどのようになっているかを確認・理解してください。 
②進捗状況については、推進事務局の調査依頼に基づき、毎年度報告してください。 
 
 
 
①市民が利用する会議室や調理室、体育館等の施設では、利用者に電気・ガス・冷暖房等

の消し忘れの確認やごみの持ち帰りなど、環境配慮への協力を呼びかけてください。 
②環境配慮の要請をした場合には、３９ページ「様式５」の運用状況チェックシートに記

録してください。 
 
 
 
 
 

「独自目標」を効果的に達成するため、事務所管上、コピー用紙や施設エネルギーを管

理する部署では、推進事務局から示された各部署（エネルギー使用量については各施設ご

と）における削減目標に対して、具体的な削減手法を検討し、取り組んでください。 
■具体的には 
①各部署・施設では、３７ページ「様式３」の進捗確認シートにより、推進事務局が示す

削減目標に対する削減手法を検討し、取り組みます。削減方法が決まったら、推進事務

局の指示に基づき、進捗確認シートにより推進事務局へ報告します。 
②四半期ごとに目標に対する達成状況を確認し、必要に応じて取り組みを見直・改善して

ください。 

９ 環境基本計画実行計画について、計画に基づく事業等を所管

する部署では、年度目標と進捗状況を認識・理解し、年度評

価・見直しを確実に行うこと 

１０ 公共施設の利用者に対し、環境配慮の要請を行うこと 

８ 各分野で環境基本計画の目標を達成するための施策・事業に

取り組むこと 

１１ コピー用紙や施設のエネルギーを管理する部署・施設で

は、各部署・施設における削減目標と具体的手法を検討し、

実践すること 【関係部署のみ】 
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③推進事務局でも目標に対する達成状況を点検しますので、推進事務局の指示に基づき、

年度終了後に進捗確認シートにより報告してください。 
《エネルギー等削減効果試算例》 

◆電気使用量を削減する手法例と効果 

取り組み 電気削減量（kWh/年間） CO2排出量（㎏/年間） 

パソコン１台１時間の OFF 5.5 2.5 

蛍光灯１本の間引き照明 61.4 20.9 

施設照明１時間の短縮（庁舎ベース） 14,822.0 5,602.8 

◆施設燃料を削減する手法例と効果 

取り組み 具体的には 

エネルギー使用実績を正確に把握 照明、空調、動力などの用途別使用量を把握する。 
空調設備の温度を適正に保つ 暖房温度を１℃緩和することで、空調エネルギー

１０％の省エネに。 
空調機フィルターのこまめな掃除 定期的な掃除で１０％程度の省エネ効果 
専門家による省エネ診断を受ける 東京都の支援事業を利用。詳細は環境課へ。 

◆自動車燃料を削減する手法例と効果 

取り組み 燃料削減量（㍑/年間） CO2排出量（㎏/年間） 

ｅスタート（※） 83.5 194.0 

急加速の少ない運転 29.3 68.0 

アイドリングストップ 17.3 42.2 

（※）最初の 5秒間で時速 20km/h 程度に加速する運転のしかた 

 
 
 
①「共通実施項目」及び「独自目標」を効果的に達成するため、すべての職場（課または

係単位）では、ハンドブックに記載されている取り組み以外に、各職場の事務環境や事

務事業の実情に応じて、環境に配慮した独自の工夫をして、取り組んでください。 
②工夫＝事業計画等に置き換えることができます。 
③可能な限り達成状況が定量的に把握できる工夫としてください。 
④独自の工夫が決まったら、推進事務局の指示に基づき、３８ページ「様式４」の報告書

により報告してください。 
⑤取り組みの状況・成果については、３９ページ「様式５」の運用状況チェックシートに

記録してください（四半期ごとに推進事務局へ報告します）。 
《環境配慮の工夫例》 
・施設の電気使用量を可視的に管理するため、モニター設備を導入する。 
・課としてのコピー用紙削減目標を立てて取り組み、実績を評価する。 
・イベント事業を実施する際には、ごみゼロを実現する。 
・環境基本計画に関連する事業の達成率を○○％に向上させる。 
・公共工事で発生する建築廃棄物について、リサイクル率○○％以上とする。 …など 

１２ 各職場において、環境に配慮した独自の工夫をすること 
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環境推進委員会は、委員長に市長を、副委員長に副市長を据え、各部長・参事により組

織された「最高決定機関」です。 
委員長により招集され、LAS-E を効率的・効果的に進めるための戦略を立てることが最

大の役割です。 
 
 
 
 
■具体的には 
①前年度の監査結果に基づき、新年度の新たな取り組みや数値目標を決定します。環境推

進委員会で決定された取り組みや目標を受けて、実行部門ではその推進・達成のための

環境配慮行動を実践します。 
②LAS-E 推進のための関連組織（環境マネージャー、目標設定チーム、監査チーム等）

の構成員（委員等）を指名・決定します。 
 
 
 
■具体的には 
①監査結果や環境マネージャー会議の審議事項、推進事務局の報告などに基づき、取り組

み状況や実績を評価し、改善策を検討します。 
②評価・見直しをしたら、必要に応じて、実行部門や環境マネージャー会議、推進事務局

に対して改善を命じ、具体的な対策・対応を講じるよう指示します。なお、改善命令に

基づく是正措置については、４１ページ「様式７」是正通知・報告書により実施します。 
 
 
 
 
■具体的には 
①評価・見直しに基づく指示のほか、より効果的・効率的な運用のための施策の検討等に

ついて、環境マネージャー会議や推進事務局に指示します。 
②環境推進委員会の開催に関する庶務業務の実施を推進事務局に指示します。 
 
 
 

環境推進委員も、市の事務事業を所管する職員であり、実行部門の構成員です。一般の

実行部門と同様に、事務活動が環境に及ぼす影響を理解し、環境配慮行動に取り組みます。 

庁内推進組織：環境推進委員会の役割 

１ 共通実施項目、独自目標など LAS-E の運用に必要な事項を

決定すること 

２ LAS-E の運用に関する評価・見直しを行うこと 

３ 環境マネージャー会議及び推進事務局に対して、LAS-E の

運用に関して必要な指示を出すこと 

４ 環境配慮の取り組みを実践すること 
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環境マネージャー会議は、環境推進委員会委員長が指名した課長等により組織された環

境推進委員会の下部組織であり、環境推進委員会の指示により、LAS-E の運用について

協議する「協議機関」です。 
環境マネージャーは、LAS-E 推進組織の構成員であると同時に、実行責任者として、各

課の環境配慮行動を徹底させる役割を担っています。 
 
 
 
■具体的には 
①LAS-E の進行管理や取り組みの点検を行います。 
②前年度の監査結果や日々の運用状況に基づき、新年度の新たな取り組みや数値目標の草

案を検討・協議します。 
③この会議で審議された目標案・取り組み案をベースに、環境推進委員会では福生市とし

ての取り組みの方向や目標を決定します。 
 
 
 
■具体的には 
①職員の取り組み状況やエネルギー使用量等の削減実績について、原則的に市の全組織を

対象に市民監査委員とともに監査を行います。 
②内部監査については、環境マネージャーである職員監査委員が実施します。 
③監査スケジュールを協議します。 
 
 
 
 
■具体的には 
①福生市として、電気や施設燃料などのエネルギーやコピー用紙の使用量などの最低所要

量基準（福生標準）を新たに設けることを目的として、継続的に検討・協議します。 
②２２年度中に基本的な指針をまとめます。 
 
 
 
■具体的には 
①環境推進委員会からの指示事項を検討し、組織的に実施するよう調整します。 
②推進事務局からの提案事項などを協議します。 

庁内推進組織：環境マネージャー会議の役割 

１ LAS-E の取組方法や改善策などについて検討・協議すること 

２ 監査（内部監査・本監査）を行うこと 

４ その他 LAS-E の運用に必要な事項を協議すること 

３ 独自目標のベースとなる施設エネルギーやコピー用紙などの

最低所要量基準の設定について検討・協議すること 
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実行責任者は、各職場での環境に関する取り組みを統率し、その運用状況を常に把握す

るよう努めてください。 
※実行責任者の役割については、課長や校長等だけでは実施しきれない場合があります。

各職場の状況等必要に応じて、係長・副校長等に実行責任者の役割を分担してください。 
 
 
 
 
■具体的には 
①所管するエネルギー使用量、コピー用紙購入量、ごみの出量等について、推進事務局の

指示に基づき、四半期ごとに「部署別環境負荷排出量調査」により報告してください。 
キャビネット→生活環境部→環境課→環境係→部署別環境負荷排出量調査 

 

 
 
 
■具体的には（対象部署・施設は推進事務局が指定します） 
①コピー用紙や施設エネルギーを実務上管理する部署の実行責任者は、削減目標と具体的

な取り組みについて、37 ページ「様式３」の進捗確認シートにより状況を確認します。 
②進捗確認シートは四半期ごとに評価し、推進事務局の指示により提出してください。 
 
 
 

グリーン購入の徹底や環境に配慮した公用車の利用などは、日常業務と直結しています。

本来が管理職である実行責任者は、事務活動を通じて環境配慮行動が徹底されるよう、所

管する職員の業務を管理してください。 
■具体的には 
①実行責任者は、所管の職員の環境配慮行動の取り組み状況を把握し、指導します。 
②各所属で実施する事業や発注する商品等について、グリーン購入などの環境配慮がなさ

れているかどうか、決裁時に確認し指導してください。 
③出張命令を出す際に、利用する交通手段を確認するよう指導してください。 
 
 
 
■具体的には 
①実行責任者は、各所管職員の環境配慮行動の取り組み状況について、３９ページ「様式

庁内推進組織：実行責任者（課長･校長等）の役割 

１ 事務活動に伴うエネルギー使用量やごみの排出量等につい

て、四半期ごとにその実績を報告すること 

３ 所管の職員の環境配慮行動の徹底について管理すること 

４ 各課における LAS-E の取り組み状況を定期的に点検すること 

２ コピー用紙や施設エネルギーの削減目標と手段について、進捗

状況を確認し、報告すること 【関係部署のみ】 
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５」の運用状況チェックシートに基づいて毎月点検します。 
②チェックシートは四半期ごとに総括評価し、推進事務局の指示により提出してください。 
③各所管職員のノーマイカーデー実施状況について、４０ページ「様式６」の実施報告書

に基づいて毎月点検します。 
④実施報告書は、四半期ごとにとりまとめ、推進事務局の指示により提出してください。 
 
 
 

ハンドブックに基づいた環境配慮行動が各職場において徹底されるよう、所管の全職員

に対する職場研修を行い、周知徹底を図ってください。 
■周知・徹底しなければならない内容 
①８ページに掲載されている、福生市の環境面での基本方針である「福生市環境基本計画」

の基本目標について、所管の職員全員が認識・理解すること。 
②１０～１２ページに掲載されている、福生市環境マネジメントシステムの独自目標につ

いて、所管の職員全員が認識・理解すること。 
③環境基本計画に基づく実行計画を所管する部署では、職員が年度目標や進捗状況につい

て、所管の職員全員が認識・理解すること。 
④１４～１６ページに掲載されている、職場における環境配慮行動について、所管の職員

全員が認識・理解すること。 
⑤１６ページに掲載されている、自家用車の使用による環境への影響の抑制について、所

管の職員全員が認識・理解すること。 
⑥１７～１８ページに掲載されている、日常の事務活動による直接的・間接的な環境への

影響について、所管の職員全員が認識・理解すること。 
 
 
 
 
■具体的には 
①職場研修を毎月１回程度実施してください。なお、前述５の内容のうち、１回の研修で

最低１項目以上について研修を実施し、職員の理解を深めるよう努めてください。 
②職場研修等を欠席した職員には、研修のフォローを確実に行ってください。 
 
 
 
 
■具体的には 
①LAS-E に関する研修を実行責任者自らが受講した、あるいは職場研修を行ったときは、

３９ページ「様式５」の運用状況チェックシートに記録してください。 
②監査で質問された際には、運用状況チェックシートを示し答えてください。 

５ 各職場において、LAS-E に関する職場研修を行うこと 

７ LAS-E に関する研修を実行責任者自らが受講した場合や、

職場研修を行った場合には、記録を残すこと 

６ 職場研修については、月１回程度行い、LAS-E の運用や環

境配慮行動を職員に徹底すること 
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■指定管理者による取り組み 

指定管理者は、LAS-E のルールに従って、市の職員と同様に、日々の事務活動の中で環

境配慮のための取り組みを実践してください。具体的な取り組み内容については、この職

員ハンドブックの１４ページ以降を参考にしてください。 
ただし、指定管理者自らがＩＳＯなどの環境マネジメントシステムを運用している場合

には、LAS-E 規定による必要はありません。（その旨を推進事務局（環境課）までお知ら

せください） 
※指定管理施設のうち、指定管理者が当該施設に常在・常駐しない駐車場・自転車駐車場

については、LAS-E の対象外とします。 

 
■実行責任者の役割 

指定管理者の中で、施設の管理業務に直接かかわる責任者は、LAS-E で言うところの「実

行責任者」として、システムの具体的な運用（取り組み）の管理、関係職員に対する研修、

関連調査への協力などの業務を担当してください。 
なお、実行責任者の具体的な役割については、職員ハンドブック「実行責任者の役割」

（２６～２７ページ）を参考としてください。 
 
■一般の職員は 

指定管理者は、業務に携わる職員全体で、職員ハンドブックを参考に環境配慮の取り組

みを実践してください。 
 
■市民による監査について 

指定管理者の環境に配慮した取り組みについても、市と同様に年に１度、市民が参加し

て行う監査を受けます。 
 

 
 
 

指定管理施設における取り組み 

１ 指定管理者が管理する公共施設（指定管理施設）においても、

省エネ活動や環境配慮行動など、LAS-E の具体的な取り組

みを実践すること 

 
関係する部署では、今後新たに指定管理者と協定・契約等を取り交わす際に、指定管

理者にも事務事業を通じて環境配慮行動に協力するよう、特記事項として明記してくだ

さい。 
※特記事項については、「福生市契約仕様書」を参考にしてください。 

（VAiSTAFF 契約係キャビネットにあります） 
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※LAS-E 推進事務局である環境課が中心となって取り組みます。 
 
 
 

LAS-E に関する組織体制については、４ページの組織図のとおりとします。また、責任

体制については、４２～４３ページ「福生市環境マネジメントシステムの実施及び推進組

織の設置に関する要綱」において明確にしています。 
なお、２～３ページ「用語の定義」においても、その意義・役割等を示しています。 

 
 
 
 
■環境課の役割 
①LAS-E を効率的・効果的に推進していくため、環境推進委員会、環境マネージャー会

議を定期的に開催するよう、会議日程等を調整します。 
②会議を通じ、全庁的な環境配慮の取り組みや事業の実施等を提案していきます。 
③会議を開催した際には、必ず内容を記録します。 
 
 
 
 
■環境課の役割 
①環境問題に対する職員の認識と理解を深め、より効果的に LAS-E を推進していくこと

を目的に、全職員を対象とした研修会を定期的に開催します。 
※実行責任者による職場研修については、２７ページを参照してください。 

②市の施設を拠点に事業活動を行う市議会議員及びシルバー人材センターにも積極的に環

境配慮行動に協力してもらうため、研修会への参加を促します。 
 
 
 
 
■環境課の役割 

福生市の環境に関する基本指針である「福生市環境基本計画」をはじめ、基本計画の基

となる「福生市環境基本条例」についても広く市民に周知するために、情報スペース、イ

ンターネット等で閲覧できるようにします。 
 

市としての取り組み 

３ 全ての職員に対して、環境問題に関する研修会を定期的に開

催すること 

１ 環境への取り組みに関する組織体制や責任体制を明確にすること 

４ 環境に関する基本指針を誰もが閲覧できるように公開・提供

すること 

２ 環境推進委員会、環境マネージャー会議の定期的開催を促進

すること 
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■環境課の役割 
①福生市環境基本計画や LAS-E に関する目標の進捗状況や達成状況について、定期的に

情報スペース、インターネット等で閲覧できるようにします。 
②LAS-E 運用のエネルギー削減効果等については、四半期ごとにホームページ等を通じ

て市民に公開します。 
 
 
 
■環境課の役割 
①環境基本計画実行計画について、各担当課の実施状況を調査し、実施スケジュール、年

度目標、担当部署を体系的に整理し明確にするとともに、進捗状況の把握及び評価・見

直しを定期的に行います。 
②その結果については、環境基本計画推進のための市の組織である「環境事業推進本部会

議」（本部長：生活環境部長）に報告し、評価・改善を図ります。 
③環境事業推進本部会議の指示により、関係事業を所管する部署に対し、改善措置等を取

るよう指示します。 
 
 
 
 
■環境課の役割 
①事務活動に伴う環境負荷の発生量については、年４回、四半期ごとに実施している「部

署別環境負荷排出量調査」を通じて、各課・各施設に照会します。 
②この調査結果は、今後の行動計画や目標設定に活かしていきます。 
③環境負荷の排出量については、ホームページ等を通じて市民に公開します。 
※ノーマイカーデーの実施状況については、４０ページ「様式６」の実施報告書を通じて、

四半期ごとに各課・各施設に照会します。 
 

 
 
 
■環境課の役割 
①コピー用紙や施設エネルギーを実務上管理する部署等に対して、削減目標を提示します。 
②コピー用紙や施設エネルギーを実務上管理する部署等が講じた具体的な手法について、

37 ページ「様式３」の進捗確認シートにより、毎年度その達成状況を照会します。 
②この調査結果は、今後の行動計画や目標設定に活かしていきます。 

５ 環境に関する目標の進捗状況や達成状況を定期的に公開・提

供すること 

７ 事務活動に伴う環境負荷の発生量（エネルギーや水・紙の消

費量、ごみの排出量など）を定期的に把握し、公開すること 

６ 環境基本計画実行計画の進行管理・評価を定期的に行うこと 

８ コピー用紙や施設エネルギーの削減目標と手段について、進捗

状況を定期的に把握すること 【関係部署のみ】 
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■環境課の役割 
①年４回、四半期ごとに実行責任者から３９ページ「様式５」の運用状況チェックシート

及び４０ページ「様式６」のノーマイカーデー実施報告書を徴収し、各課における LAS-E

実施状況を把握します。 
②各課における実施状況を短期的なスパンで把握することで、現状に即した取り組みの改

善や効率的な運用を図ります。 
 
 
 
■環境課の役割 
①前述の「部署別環境負荷排出量調査」と併せて、LAS-E の取り組み目標に対する運用

効果についても、四半期ごとに検証します。 
②運用効果については、ホームページ等を通じて市民に公開します。 
 
 
 
 
■環境課の役割 
①福生市の環境状況や、各担当部署で実施している環境基本計画に基づく実行計画及び事

務事業の進捗状況を定量時・定期的に把握し、福生市の環境白書「福生市の環境」とし

て、毎年度公開します。 
②「福生市の環境」は、冊子として発行するほか、ホームページ等を通じて市民に公開し

ます。 
 
 
 
■環境課の役割 
①環境基本計画に基づく実行計画を中心に、各担当部署で実施している環境関連事業の予

算額を把握します。 
②環境関連事業の予算規模と推移を把握することにより、今後の事業構築や事業展開に活

かしていきます。 
③環境関連事業予算の推移については、ホームページ等を通じて市民に公開します。 
 

１２ 環境に関する事業予算の推移を定期的に把握し、公開すること 

１１ 福生市の環境状況や環境基本計画に基づく市の取り組み

を定量的・定期的に把握し、公開すること 

９ 各課における LAS-E の取り組み状況を定期的に把握すること 

１０ LAS-E の運用効果を定期的に検証・公開すること 
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これまで述べてきたとおり、LAS-E の運用状況を定期的に点検するため、推進事務局で

ある環境課から実行責任者・各部署等に対して、いくつかの調査を依頼します。 

内容としては、次のとおりとなります。ご協力をお願いします。 

 

■LAS-E 運用状況調査 

調 査 種 別 様式 
調査 
回数 提 出 時 期 

ハンドブック 
関連ページ 

施設別削減取組進捗確認

シート（※） 
3 ２回 

①８月に提出（目標設定時） 
②年度終了後（達成状況） 

22、26、

30 

LAS-E 独自の環境配慮の

工夫について（報告） 
4 １回 ８月に提出（工夫設定時） 23 

LAS-E 運用状況チェック

シート 
5 ４回 四半期ごと 

19、22、

26、31 

ノーマイカーデー実施報

告書 
6 4 回 四半期ごと 

16、26、

30、31 

※コピー用紙の購入や施設燃料の使用量を事務上管理している部署・施設が調査対象と

なります。対象部署・施設については、推進事務局が指定します。 

 
■地球温暖化対策実行計画・環境基本計画実行計画推進のための状況調査 

調 査 種 別 
調査 
回数 提 出 時 期 

ハンドブック 
関連ページ 

環境負荷排出量調査 ４回 四半期ごと 26、30 

環境基本計画実行計画進

捗状況調査 
１回 ６月中 22、30 

 
 

LAS-E 関連取り組みの運用状況調査
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※LAS-E 関係様式については、すべて VAiSTAFF キャビ

ネットに保存してあります。 
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福生市では、平成２０年度から「福生市環境マネジメントシステム」を導入

し、庁舎・施設内の事務活動における環境配慮を推進しています。 
 

つきましては、事業者の皆さまにおかれましても、次に掲げる環境配慮行動

にご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福生市の庁舎・施設に常駐・常在する事業者の方へ 
～事業活動における環境配慮のお願い～ 

 
 社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・

急加速の禁止等） 
 
 省エネ、省資源、ごみ減量への取り組み 
 
 その他、業務・営業等においての環境への配慮 
 
 
※ 別添「福生市環境マネジメントシステム職員ハンドブック」の内容を 

参考にして取り組んでください。 

ご協力よろしくお願いいたします。 

        福 生 市 

様式 １ 



- 36 - 

 
 
  
 
 
 
 
 

福生市では、平成２０年度から「福生市環境マネジメントシステム」を導入

し、庁舎・施設内の事務活動における環境配慮を推進しています。 
 

つきましては、事業者の皆さまにおかれましても、次に掲げる環境配慮行動

にご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

福生市の庁舎・施設に出入りする事業者の方へ 
～事業活動における環境配慮のお願い～ 

 
 物品の納入の際には過剰な包装をしない 
 
 物品納入時の容器包装の持ち帰り 
 
 弁当などの空容器の回収 
 
 職員への不必要なチラシ配布の自粛 
 
 社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・

急加速の禁止等） 
 
 その他、業務・営業等においての環境への配慮 

様式 ２ 

ご協力よろしくお願いいたします。 

        福 生 市 
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様式 ３ 
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LAS-E 独自の環境配慮の工夫について（報告） 
 

平成  年  月  日 
 
福生市環境推進委員会委員長 殿 

 
課  名 
学 校 名  

係  名 （係で取り組む場合）

実行責任者  
 
 このことについて、次のとおり環境配慮の工夫を定めて取り組みますので、報告いた

します。 
 
取り組みの単位 

（○で囲む） 
課 ・ 係（      係）・ その他（       ） 

取 り 組 み 年 度 平成 22 年度 

取 り 組 み 件 名 

（一つ以上設定） 
 

具体的な取り組

み内容について 

 

 

 

 

 

 

簡潔に説明して

ください。 

様式 ４ 
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様式 ５ 

（３）研修の実施状況に関する記録 （４）事業者等要請実施状況に関する記録 （2/2）

実施日 実施者

【研修記録の記入要領】 【事業者要請実施記録の記入要領】

①研修内容は、その概要を簡潔にまとめて書いてください。 ①相手方は、社名等について具体的に記入してください。（「業者」等は×）

②欠席者がいた場合にはその人数を記入するとともに、欠席者には必ず補習を行ってください。 ②要請した内容を簡潔に「要請内容」欄に記入してください。

③欠席者に対する補習を行ったら、その日付を記入してください。 ③要請をした職員は、実施者名欄にサインしてください。（押印可）

④上記に書ききれない場合には、別紙を添付していただいても結構です。 ④上記に書ききれない場合には、別紙を添付していただいても結構です。

研　修　内　容

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

欠席者への研修

　　/　　　実施

欠席者数

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

実施日

　　/　　　実施

　　/　　　実施

　　/　　　実施

相　手　方 要請内容

 LAS-E運用状況チェックシート （1/2）

取り組み年度 22 月　　日から 4月 5月 6月 評価 7月 8月 9月 評価 10月 11月 12月 評価 1月 2月 3月 評価

確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日

/ / / / / / / / / / / / / / / /

紙の使用

ごみの排出

電気の使用

公用車の利用

職場研修の実施

確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日 確認日

/ / / / / / / / / / / / / / / /

①

②

③

【記入要領】

①記入は、原則として実行責任者が行ってください。

②実行責任者は、毎月末に状況を確認し、実施できた項

　目は「○」を、実施できなかった項目は「×」を、一部実

　施できなかった項目は「△」を記入してください。

③実行責任者は、すべて「○」の場合は「○」を、「×」が2

　つ以上の場合は「×」を、それ以外の場合は「△」を「評

　価」欄に記入し、併せて「実行責任者コメント」欄に指示

　事項等を記入してください。

実行責任者コメント 実行責任者コメント 実行責任者コメント

　実行責任者：

①パソコンは、1時間以上離席するときや昼休み
などは電源を切っているか。

②室内の温度設定：夏季28℃以上、冬季20℃以
下を徹底しているか。

③始業前、午前8：15までは照明をつけていない
か。

課 第1四半期

取り組み開始

①両面印刷を徹底しているか。

②20部以上の印刷には、印刷機を利用している
か。

①ごみと資源の分別を徹底しているか。

取り組みの具体
的な内容
（重点を置いてい
る取り組み）

①公用自転車の利用や乗り合い等により、公用
車利用を抑制しているか。

第4四半期第3四半期第2四半期

①LAS-Eの運用に関する研修を実施しているか。

（2）「各課独自の環境配慮の工夫」に関する実
施状況について

（１）全職員共通・実行責任者の取り組みに関す
る実施状況について（重点取り組み）

③コピー用紙のストックは2箱以下か。

②マイはしを使用しているか。

実行責任者コメント

このチェックシートは、「環境負荷排出量調査」と併せて四半期ごと

に推進事務局（環境係）に提出してください。

裏面にも記入

願います。

様式5



- 40 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式 ６ 

福生市ノーマイカーデー実施報告書 平成22年度

課

実施率

月 （％）

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

第1

第2

※除外者…保育園への送り迎えなどの理由で、通勤時に自動車を利用しないことが困難な者は除外します。

この報告書は、月ごとに記録し、四半期ごとに環境係へ提出してください。

第1四半期…4～6月
第2四半期…7～9月
第3四半期…10～12月
第2四半期…翌1～3月

第4四半期

年平均

6

7

区分
③除外者数（※）

2

3

1

12

備考

第1四半期

第2四半期

第3四半期

②実施者数①マイカー通勤者数

4

5

8

9

10

11



- 41 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式 ７ 

▲是正通知 

▼是正措置報告

推進委員会⇒該当

の実行責任者へ 

該当の実行責任者

⇒推進委員会へ 
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福生市環境マネジメントシステムの実施及び推進組織の設置に関する要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、市における環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の実施及び推進

体制に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(システムの構築及び実施) 

第２条 システムは、環境自治体スタンダード（特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所が考

案した環境配慮や環境政策に取り組むための仕組みを自治体が確立及び運用をし、その取組内容が環境

自治体としてふさわしいかどうかを評価するための基準。以下「ＬＡＳ-Ｅ」という。）に基づき、市が

独自に構築する。 

２ システムの実施に当たっては、ＬＡＳ-Ｅに定める取組項目(以下「共通実施項目」という。)及び市

の独自の目標(以下「独自目標」という。)を設定し、その取組状況について、評価及び見直しを行うも

のとする。 

(システムの適用対象) 

第３条 システムは、市が行う事務事業（委託により実施するものを除く。）に適用する。 

(推進組織の設置) 

第４条 システムの適切な運用を図るため、環境推進委員会、環境マネージャー会議、実行部門及び推進

事務局を置く。 

(環境推進委員会) 

第５条 環境推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、市長、副市長、教育長及び部長（福生市庁

議等に関する規則（昭和 51 年規則第 20 号。以下「庁議規則」という。）第２条第１号に規定する部

長をいう。）をもって組織する。 

２ 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長には市長を、副委員長には副市長をもって充てる。 

４ 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

５ 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 共通実施項目、独自目標その他システムの運用に関する必要な事項の決定に関すること。 

(２) システムの運用に関する評価及び見直しに関すること。 

(３) 環境マネージャー会議及び推進事務局に対するシステムの運用に係る必要な指示に関すること。 

(４) その他システムの運用に関し必要な事項に関すること。 

６ 推進委員会は、必要があると認めるときは、環境マネージャー会議に対し、前項に掲げる事項につい

て調査及び調整をさせることができる。 

(環境マネージャー会議) 

第６条 環境マネージャー会議は、課長等（庁議規則第２条第２号に規定する課長及び学校長をいう。以

下同じ。）のうち、推進委員会委員長が指名をした者をもって組織する。 

２ 環境マネージャー会議に議長を置き、委員の互選により定める。 

３ 環境マネージャー会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 取組方法及び改善策に関する事項等に関すること。 
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(２) 内部監査に関すること。 

(３) その他システムの運用に必要な事項の協議等に関すること。 

４ 議長は、前項に規定する事項の協議等の結果について、推進委員会に報告するものとする。 

(実行部門) 

第７条 実行部門は、システムの対象となる事務事業を所管する部署の職員とする。 

２ 実行部門は、システムの運用に際し推進委員会及び環境マネージャー会議が定めた事項その他必要な

取組を履行するものとする。 

３ 実行部門に実行責任者を置き、所管の課長等をもって充てる。 

４ 実行責任者は、推進委員会の指示に基づき、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) システムの運用に関し、必要な調査に関すること。 

(２) システムの運用に関し、所属職員に対する教育及び指導に関すること。 

(３) その他システムの運用に必要な取組の推進に関すること。 

５ 実行責任者は、前項に規定する事項に係る結果を推進委員会に報告するものとする。 

(推進事務局) 

第８条 推進事務局(以下「事務局」という。)は、生活環境部環境課に置く。 

２ 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) システムの運用状況の集約並びに推進委員会、マネージャー会議及び実行部門との連絡調整に関

すること。 

(２) その他システムの庶務全般に関すること。 

(目標設定チーム) 

第９条 共通実施項目及び独自目標（以下「目標等」という。）を審議するため、目標設定チームを置く。 

２ 目標設定チームの委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。 

(１) 環境に関する市民会議の委員 

(２) 市の職員 

(３) 環境政策の専門家 

(４) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 目標設定チームに代表委員及び副代表委員を置き、委員の互選により定める。 

５ 代表委員は目標設定チームの会務を総理し、副代表委員は代表委員を補佐するほか、代表委員に事故

あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 目標設定チームの会議は、代表委員が招集し、かつ、会議の議長となる。 

 

(目標の設定等) 

第 10 条 目標設定チームは、目標等を審議し、推進委員会に報告するものとする。 

２ 推進委員会は、前項の規定による報告に基づき、目標等について協議し、決定する。 

(監査チーム) 

第 11 条 システムの実施状況を監査するため、監査チームを置く。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、監査チームについて準用する。この場合において、「目標設
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定チーム」とあるのは「監査チーム」と、「代表委員」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるもの

とする。 

(監査) 

第 12 条 監査チームは、次の事項について監査を行い、その結果を推進委員会に報告するものとする。 

(１) 独自目標の達成状況に関すること。 

(２) 共通実施項目の取組状況に関すること。 

(３) その他システムの運用に関すること。 

２ 監査は、年１回以上行うものとする。 

３ 第１項第２号に規定する事項に係る監査は、取組開始から３月を経過した後に行うものとする。 

４ 監査チームは、推進委員会に対し、監査の結果、取組が不十分な項目等について是正を勧告するもの

とする。 

５ 推進委員会は、前項の規定による勧告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じ、是正措置の完了

後その結果を監査チームに報告するものとする。 

６ 監査チームは、前項の規定による報告があったときは、当該是正措置について再度監査するものとす

る。 

(公表) 

第 13 条 市長は、前条に規定する監査結果及び環境自治体会議から受けた認証の合否の判定について、

市広報、市ホームページ等により公表するものとする。 

(研修等) 

第 14 条 市長は、適正なシステムの運用に際し、職員に対し年１回以上システムの運用、取組状況等に

係る研修等を実施するものとする。 

(委任) 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成 20 年７月１日から施行する。 
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《参考資料》 環境に優しい商品であることを示した環境ラベル 

 
エコマーク ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表

示する制度です。幅広い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準

が設定されています。ＩＳＯの規格（ＩＳＯ14224）に則った我が

国唯一のタイプＩ環境ラベル制度です。 
環境省所管の（財）日本環境協会において、幅広い利害関係者が参

加する委員会の下で運営されています。 
グリーンマーク 原料に古紙を規定の割合以上利用していることを示すグリーンマ

ークを古紙利用製品に表示することにより、古紙の利用を拡大し、紙

のリサイクルの促進を図ることを目的としています。 
経済産業省所管の（財）古紙再生促進センターが取り扱っています。 

ＰＥＴ ボトルリサイクル

推奨マーク 
ＰＥＴボトルのリサイクル品を使用した商品につけられるマーク

です。ＰＥＴボトルメーカーや原料樹脂メーカーの業界団体であるＰ

ＥＴボトル協議会が運営する制度です。 

国際エネルギー 

スタープログラム 
パソコン等のオフィス機器について、待機時の消費電力に関する基

準を満たす商品につけられるマークです。米国、日本等が協力して実

施している国際的な制度です。 
経済産業省が運営する制度です。 

再生紙使用マーク 古紙配合率を示す自主的なマークです。 
ごみ減量化のために設立されたＮＧＯであるごみ減量化推進国民

会議で定められたものです。 

低排出ガス車認定 自動車の排出ガス低減レベルを示すマークです。環境省が定める指

針に合わせて国土交通省が運営している制度です 
 
 
 
 
 
 

 

平成 12 年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を

受けた自動車に貼付するステッカー 

平成 17 年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を

受けた自動車に貼付するステッカー 
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